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第１８５回組合会会議録 

 

 平成２９年６月１５日千葉市中央区中央港１丁目１３番３号オークラ千葉ホテル

２階「ブリストル」において第１８５回組合会を開催した。 

 

 

組合会の目的である事項 

 

  

報告第 １号  千葉県知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置

について 

報告第 ２号  平成２８年度経過的長期預託金管理経理に係る運用状況につい

て 

議案第 １号  平成２８年度決算の認定について 

議案第 ２号  専決処分（千葉県市町村職員共済組合運営規則の一部変更）の承

認を求めることについて 

 
 

招集年月日   平成２９年６月１５日 

議   長   岩  田  利  雄 

 

 

議員の定数は２０名であるが、出席した議員は、次のとおりである。 

市町村長である議員（２名） 

  １番 太 田   洋 

 １９番 岩 田 利 雄 

 

市町村長以外の議員（９名） 

  ４番 須 賀   悟 

  ６番 天 野 武 彦 

８番 須 藤 和 人 

１０番 石 川   綾 

 １２番 堀 越 浩 貴 

 １４番 鈴 木   諭 

 １６番 関 口   明 

 １８番 髙 橋 邦 芳 

 ２０番 佐 藤   功 

 

委任状を提出した議員は、次のとおりである。（９名） 

２番 塚 本 貢 市 

３番 星 野 順一郎 

５番 鈴 木 洋 邦 

  ７番 宮 本 泰 介 

  ９番 相 川 勝 重 

 １１番 大久保   博 

 １３番 小 坂 泰 久 

 １５番 井 崎 義 治 
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 １７番 熊 谷 俊 人 

 

委任を受けた議員は、次のとおりである。（２名） 

  １番 太 田   洋（委任者８名） 

 ８番 須 藤 和 人（委任者１名） 

 

学識経験監事である佐藤晴邦は、この組合会に出席した。 

 
事務局から出席した職員は、次のとおりである。 

事務局長兼出納長 木 川  稔 

事務局次長兼経理課長 多 田 芳 子 

福祉課長兼厚生係長 布 施 幸 一 

保 健 課 長 関  裕 行 

年金課長兼記録調査係長  吉 田 利 幸 

総 務 課 長 伊 藤 篤 史 

施設長兼監査室長兼情報管理課長 五 木 田  雅  之 

施設管理課長 工 藤  誠 

施設管理課付課長補佐 植 松 一 彦 

施設管理課付課長補佐 別 部 光 洋 

主幹兼施設管理係長 福 井 計 成 

主幹兼総務係長 篠 﨑 輝 明 

 

 

開 会 （時刻１３時００分） 

 

 

事務局長  事務局長の木川でございます。定刻でございますので組合会を始めさ

せていただきます。 

      開会に先立ちまして、本日の定足数を発表させていただきます。本日、

出席いただきました市町村長議員２名、委任状を提出されました市町村

長議員は８名、合計１０名でございます。また、職員側議員につきまし

ては、９名のご出席をいただいており、委任状を提出されました職員側

議員は１名、合計１０名でございます。したがいまして、地方公務員等

共済組合法施行令第１１条の規定によります、定足数に達しております

ので、ただいまから、議事日程にしたがいまして、第１８５回組合会を

開催いたします。 

      開会にあたりまして、議長からご挨拶をお願いいたしまして、その後

の進行もお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

議  長  組合会の開会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。本日ここ

に第１８５回組合会を開催いたしましたところ、議員各位におかれまし

ては、公務ご多忙の中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。また、

平素から共済組合の事業運営につきまして、特段のご理解とご協力を賜
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り、重ねて御礼を申し上げる次第でございます。 

      さて、共済制度を取り巻く情勢につきまして、若干触れさせていただ

きます。まず、年金制度関係でございますが、被用者年金制度の一元化

から２年近くが経過しております。これに伴い、当組合の年金業務も様々

な事務処理形態の変更が生じましたが、制度の運営にあたっては順調に

推移しているものでございます。また、年金機能強化法によりまして、

年金の受給資格期間が２５年から１０年に短縮され、その施行日が本年

８月１日となったものですが、遺漏のないよう対応してまいる所存でご

ざいます。次に医療保険制度関係でございますが、今年度から後期高齢

者支援金の全面総報酬割が導入され、高齢者医療に対する拠出がますま

す大きな負担となってくるものでございますが、今後はその影響を考慮

しつつ事業展開していかなければならないと考えているところでござい

ます。このように共済組合を取り巻く情勢は大変厳しいものがございま

すが、組合員とその家族のため、共済制度の維持発展に努めてまいる所

存でございますので、引き続きご支援賜りますようお願いを申し上げま

す。 

      さて、本日、ご審議いただきます主な案件は、「平成２８年度決算の認

定について」でございます。平成２８年度につきましては現職組合員の

増加及び給与改定に伴う標準報酬総額の増加によりまして、短期経理を

始め各事業とも概ね順調に推移しているものでございます。このことは

組合員の皆さまはもとより、議員各位の皆さまのご理解とご協力の賜物

と深く感謝を申し上げる次第でございます。なお、本日の附議案件につ

きましては、逐次、事務局から説明をいたしますが、慎重にご審議を賜

りますようお願いを申し上げて、開会の挨拶とさせていただきます。大

変ご苦労様でございます。 

 

議  長  それでは本日の会議に入りますが、会議に入る前に議員の皆様にご報

告いたします。先ほど、市町村長側理事の補欠選挙を執行いたしました

ところ、我孫子市長の星野順一郎議員が理事に当選されましたことをご

報告させていただきます。なお、星野議員は本日所用のため欠席でござ

います。 

 

議  長  それでは議事に入ります。議事日程の決定を議題といたします。お諮 

りをいたします。議事日程は本日１日としたいと存じます。これにご異

議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議なしと認め、本日の会議を１日と決定をいたします。 

 

議  長  次に、会議録署名議員の選挙について、お諮りをいたします。会議録

署名議員の選挙は、議長において指名することで、ご異議ございません

か。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 
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議  長  ご異議ないものと認め、会議録署名議員に長側１番、太田洋議員、職

員側８番、須藤和人議員の両名を指名いたします。 

 

議  長  議案の提案の前に、報告事項が２件ございます。報告第１号「千葉県

知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置について」、報告

第２号「平成２８年度経過的長期預託金管理経理に係る運用状況につい

て」を、一括して事務局から報告を求めます。五木田監査室長。 

 

監査室長  はい。 

 

議  長  はい、監査室長。 

 

監査室長  監査室長の五木田でございます。私からは報告第１号「千葉県知事が

実施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置について」を報告させ

ていただきます。資料の１ページ、監査の結果についてをご覧ください。

県知事監査につきましては始めに記載のとおり、平成２８年１１月２４

日・２５日及び１２月２１日の３日間にわたり監査の執行をいただき、

その結果について千葉県知事から本年１月１９日付で通知があったもの

でございます。文書での指摘事項でございますが、項番の１、宿泊経理、

保健経理第２、第３から項番の６の貯金経理についてまでの６項目２４

点について指摘をいただいたところでございます。また、このことにつ

いて速やかに所要の措置を講ずると共に、指摘事項に対する措置の内容

などの報告も、求められているものでございます。次に６ページをご覧

ください。こちらは３月６日付けで監査の結果に対する措置状況の報告

ということで、次の７ページから１５ページにかけて項目ごとに回答を

したものでございます。続きまして１６ページをご覧ください。千葉県

知事が実施した監査における指摘事項及び措置状況ということで、左側

に指摘事項、右側に指摘事項に対する措置状況を対比してまとめたもの

でございます。本日はこちらの資料を使いまして、今回新たに指摘を受

けた点、そして昨年と措置状況が異なる点をご報告させていただきます。 

まず１６ページ、指摘事項の１、宿泊経理・保健経理（第２）・（第３）

についてです。例年この経理につきましては、一番最後にございます、

独立採算による施設運営の確保に努めることと、指摘を受けていました

が、今回新たに指摘を受けた部分は３行上の組合員への施設の経営状況

の開示が新たに指摘されました。それに対する回答ですが、右側下から

２段落目の、組合員への施設の経営状況の開示については、機関紙にお

いて決算報告をしているものです、と回答をしたところでございます。 

次に１７ページをご覧ください。左側（３）給与についてでございま

す。こちらは下から２段落目の、施設職員の給与については行政職俸給

表(二)に相当する給料表への見直しに向けた取組を進めることという指

摘でございます。こちらは毎回指摘を受けている部分でございますが、

今回はこの回答内容が変更されています。右側の③をご覧ください。施

設職員の給与については、平成２９年９月１日から、行政職俸給表(二)

に相当する給料表を適用しますということで、回答をしております。な



-5- 

 

お書きの、現給保障等の取扱いについては、今現在も労働組合と協議中

でございます。左の最後の段落にお移りいただき、再任用制度の部分で

ございます。今回新たに指摘をいただいた部分は下から４行目の部分で

す。再任用職員は現行の組織、職制の中で定年前と同様に本格的業務に

従事することとなるので、職責に応じた級・職への格付けをすることと

いうものでございます。これについては右の④でございます。再任用職

員の格付けについては職責に応じた級・職への格付けを行うものですと

回答いたしまして、本年４月１日付けで格付けを行っているものでござ

います。 

次に１９ページをご覧ください。４、会計一般（契約）についてでご

ざいます。最後の段落の２行目。適正かつ公正な契約事務の執行のため

ということで、以降の部分が今回新たに指摘を受けています。共済組合

として、契約関係書類の作成などのルールを各部署に周知すること、さ

らに、随意契約とする判断基準等について各部署共通の基準を定めるこ

とを検討して欲しいという指摘でございます。これに対する措置状況で

ございますが、右側の最後の段落でございます。契約事務の執行につい

ては、契約関係書類の作成ルールを各部署に周知するとともに、各部署

共通の契約事務における諸基準のあり方について、現状を整理し、検討

を進めるということで、回答をしています。 

      私からの報告は以上でございます。 

      続きまして報告第２号について総務課長の伊藤から報告させていただ

きます。 

 

総務課長  総務課長の伊藤でございます。私からは、報告第２号「平成２８年度

経過的長期預託金管理経理に係る運用状況について」ご報告させていた

だきます。 

資料を１枚おめくりいただきまして、預託金の運用状況をご覧くださ

い。こちらは、全国市町村職員共済組合連合会が、定めた様式に基づき、

平成２８年度の経過的長期預託金管理経理に係る運用状況を、まとめた

ものでございます。まず左側の表をご覧ください。平成２８年度の試算

区分、時価総額、構成割合、利回りを示した表でございます。金額の単

位につきましては、１００万円でございます。まず、資産区分の国内債

券の縁故地方債でございますが、件数は２件ございまして、時価総額が

１００万円となったものでございます。構成割合にいたしますと、１パ

ーセントに満たないということで、ゼロパーセントの表示となるもので

ございます。次に貸付金でございますが、貸付経理への貸付のみ行って

おりまして、時価総額１２９億６，３００万円となったものでございま

す。構成割合は、９３．３パーセントとなるものでございます。次に、

短期資産運用でございますが、全て普通預金でございまして、９億３，

６００万円となったものでございます。構成割合は、６．７パーセント

となるものでございます。下の段の合計でございます。時価総額の合計

は、１３９億円となったものでございます。修正総合利回りにつきまし

ては、２．２８パーセントとなったものでございます。また右側の円グ

ラフにつきましては、平成２８年度の時価総額をグラフ化したものでご

ざいます。後ほどご覧ください。なお、運用状況の公表につきましては、
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毎年７月の第１営業日に公表することとされております。今年度につき

ましては、７月３日に当組合のホームページに公表する予定でございま

す。報告第２号については、以上でございます。 

 

議  長  ただいま「千葉県知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善

措置について」と「平成２８年度経過的長期預託金管理経理に係る運用

状況について」の報告がありました。ご質疑等ございましたら、お願い

をいたします。 

 

髙橋議員  はい。 

 

議  長  はい、髙橋議員。 

 

髙橋議員  監査資料の１７ページの、給与についての③、施設職員の国公行二の 

関係ですが、あえてこの時点で現給保障の取扱いについては労組と協議

となっていますが、これを載せることによって毎年県からの指摘事項に

なってしまうのではないかと思いますが、あえて要求されて載せたもの

なのかどうかお聞きしたい。 

 

監査室長  はい。 

 

議  長  はい、五木田室長。 

 

監査室長  今回の現給保障等の取扱いを記載した理由でございますが、当初は平 

成２９年９月１日から行政職俸給表(二)を導入します、という回答をさ

せていただきました。その後市町村課から、現給保障等の取扱いについ

ても措置状況に載せて欲しいという依頼がありましたので、回答をした

ものでございます。以上でございます。 

 

髙橋議員  はい。 

 

議  長  はい、髙橋議員。 

 

髙橋議員  これにつきましては、現在管理職の中でも国公行二に移行する方もい 

らっしゃいますので、そのような方も含めた中での、労組としては現職

の組合員のことしか言えないでしょうけれども、現在管理職になってい

る方についても特段のご配慮をいただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それと④の再任用職員の格付けでございますが、職責に応じたとなっ

ていますが、業務内容を精査した上で、適正な格付けを行っていただく

よう要望いたします。よろしくお願いいたします。 

 

事務局長  はい。 

 

議  長  はい、局長。 
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事務局長  はい。ご要望を承りましたので、検討させていただきたいと思います。 

 

議  長  他にございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  それでは、ないようでございますので、質疑を終結いたします。以上

で報告第１号「千葉県知事が実施した監査の結果と指摘事項に対する改

善措置について」、報告第２号「平成２８年度経過的長期預託金管理経理

に係る運用状況について」の報告を終結いたします。 

 

議  長  これより議案の上程を行います。議案第１号「平成２８年度決算の認

定について」を議題といたします。事務局から説明を求めます。多田経

理課長。 

 

経理課長  はい。 

 

議  長  はい、経理課長。 

 

経理課長  経理課長の多田でございます。よろしくお願いいたします。それでは、

議案第１号を上程させていただきます。 

議案１号をご覧ください。平成２８年度決算の認定について、平成２

８年度決算について、別冊のように認定を求めるものでございます。資

料を１枚おめくりいただきますと、平成２８年度の決算書となっており

ますが、こちらの決算書につきましては、法に定められました様式に基

づきまして、作成をいたしたものでございます。本日の説明につきまし

ては、この決算書に基づきまして、作成をいたしました「平成２８年度

決算の概況について」を添付させていただいておりますので、こちらを

用いまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 

まず、1ページの「1 地方公共団体の数、組合員等の数及び標準報酬

の月額等」でございます。（１）の「団体数」は、平成２７年度末と比較

しますと、旭中央病院が独立地方行政法人へ移行したことに伴い、１団

体増加の１０１団体となりました。（２）の組合員等の人数は、組合員と

任意継続組合員を合計しまして、５万５，６３３人となりまして、平成

２７年度末と比較しますと、６８７人の減少となりました。この内訳で

ございますが、現職の組合員数は、２８０人の増加となりましたが、任

意継続組合員は、「平成２８年１０月からの短時間労働者に対する被用

者保険の適用拡大」の影響により、９６７人の減少となりました。被扶

養者の人数は、４万６，５２１人 となりまして、前年度末と比較します

と、１，６１７人の減少となりました。第３号厚生年金被保険者の人数

は、５万４，０７９人となりまして、平成２７年度末と比較しますと、

２７９人の増加となりました。次に、（３）の標準報酬の月額等でござい

ます。こちらの表では、長期と短期の金額を掲げてございますが、掛金

の対象となる最高限度額が長期と短期で異なっておりますので、短期の
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金額でご説明させていただきます。①組合員でございますが、標準報酬

の月額は､組合員の方の総額となりますが､平成２８年度末で､２２２億

２，４０３万２，０００円となりまして､平成２７年度末と比較しますと､

３億１，９７０万４，０００円の増加となります。増加率は１．０１パ

ーセントとなっております｡また､平均標準報酬の月額では４１万７５０

円となりまして､前年度末と比較しますと３，８０３円の増加でございま

した｡標準期末手当等の額の年度累計額は８２６億６９４万２，０００円

となりまして、前年度末と比較しますと１２億１，４２９万６，０００

円の増加で、増加率は１．０１パーセントとなっております｡②の任意継

続組合員では、標準報酬の月額は５億３，４３７万２，０００円となり

まして、前年度末と比較しますと３億４，８５４万７，３０５円の減少

となっております｡また、平均標準報酬の月額は３５万４０８円でござい

ました。③の第３号厚生年金被保険者では、標準報酬の月額は２１７億

５，３８７万２，０００円、平均標準報酬の月額は４０万２，２６１円、

標準期末手当等の額の年度累計額は、８２１億８，８５９万３，０００

円でございました｡ 

次に２の短期経理でございます。（１）の財源率につきましては、短期

財源率は掛金・負担金率合計で標準報酬の月額及び標準期末手当等の額

に対する率となります。短期財源率は平成２８年度では前年度据置きの

８５．２パーミル、また、介護財源率は前年度より０．４４パーミル引

上げて１１．３２パーミルでございました｡②の調整負担金は、全国市町

村職員共済組合連合会が行っています特別財政調整事業の負担金でござ

いますが、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対しまして、前年

度据置きの０．２パーミルでございました｡ また、同様に連合会の事業

であります育児・介護休業手当金に係る共同事業の負担金である公的負

担金は、前年度より０．０２パーミル引き上げの０．３１パーミルでご

ざいました。続きまして２ページをご覧ください。（２）の一部負担金払

戻金等の基礎控除額につきましては、標準報酬の月額が５３万円以上で

は５万円、５３万円未満では２万５，０００円で、前年度と変更はない

ものでございます。（３）の収支でございます。収入につきましては、上

から４行目の短期の負担金・掛金合計で３００億５，０６２万６，７２

６円、介護の負担金・掛金合計では、収入の上から８行目になりますが

２７億６９９万５１９円でございました。また、連合会から交付されま

した交付金の総額は１７億６，４５６万２，４５９円、以下合計をしま

して３６８億７，８８０万４，０８２円となったものでございます｡前年

度と比較しますと、現職の組合員数の増加による掛金・負担金収入の増

加に伴い３億３，０７２万３，２５５円増加したものでございます｡ 支

出につきましては、法定給付を中心としました給付金等の合計が、支出

の上から４行目になりますが１５４億４，２０６万５，９８１円、前期

高齢者納付金、以下のいわゆる特定保険料の合計は１３６億１，０６２

万７７５円で、この額は掛金負担金収入の４５．３パーセントとなって

おります｡連合会払込金及び連合会拠出金の合計が２０億９，２５４万６，

３３８円、介護納付金が２６億８，６０６万６，３８６円、以下合計を

いたしまして、３６１億５，５４８万９，２３３円となったものでござ

います。平成２７年度と比較しますと、後期高齢者支援金を除く特定保
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険料及び給付金が減少したことにより、２億７，０２７万３，１０３円

減少したものでございます。収支差引きますと７億２，３３１万４，８

４９円の当期利益金が生じました｡内訳は、短期では７億２３８万９，５

８５円の当期短期利益金、また介護では、２，０９２万５，２６４円の

当期介護利益金が生じたところでございます｡次に（４）の剰余金をご覧

ください。短期の剰余金では、まず欠損金補てん積立金は法定額満額の

１４億３３１万２，６６３円を積み立てまして、なお、法定額が減少し

た関係で所要額を超える１，２３９万２，９０１円を取り崩して短期積

立金へ積み増しをしたものでございます。また、短期積立金は収支差引

きで生じました短期利益金７億２３８万９，５８５円と先ほどの欠損金

補てん積立金からの積み増し額を合わせまして、７億１，４７８万２，

４８６円を積み増した結果、翌年度に繰り越す短期積立金は２８億３，

１４９万９，６６４円となったものでございます。次に、介護積立金は

収支差引きで生じました介護利益金２，０９２万５，２６４円全額を介

護積立金に積み増しした結果、翌年度に繰り越す介護積立金は３，２５

９万８，８７４円となったものでございます。 

次に３ページをご覧ください。３の「厚生年金保険経理」でございま

す。こちらは厚生年金相当部分、厚生年金拠出金・交付金、基礎年金拠

出金・交付金に係る経理でございます。（１）の財源率は「被用者年金制

度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」に

より定められる率でございます。①の組合員保険料・負担金率合計は、

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対しまして、平成２８年４月

から８月までが１７２．７８パーミル、平成２８年９月から平成２９年

３月までは、３．５４パーミル引上げまして１７６．３２パーミルでご

ざいます。②の基礎年金拠出金は、標準報酬の月額及び標準期末手当等

の額に対しまして３７．７パーミルで、前年度より２．５パーミル引き

下げとなっております。③の追加費用につきましては、標準報酬に対す

る率となっておりまして、１４．９パーミルでございます｡（２）の収支

でございますが、収入は負担金・組合員保険料を合計しまして７５６億

６，２４９万５，３７４円となったものでございます。また、支出は連

合会へ払込金として収入額と同額を払い込んだものでございます。なお、

表の下の注意書きにありますように、前年度決算額につきましては平成

２７年１０月１日から平成２８年３月３１日までの半年間の額でござい

ます。また、この後ご説明させていただきます「退職等年金給付」、「経

過的長期給付」、「経過的長期預託金管理経理」の３経理における前年度

決算額につきましても、同様の期間の額となっております。 

次に４の「退職等年金経理」でございます。こちらは、旧職域年金相

当部分に替わる給付であります退職等年金給付に係る経理でございます。

（１）の財源率は、地方公務員共済組合連合会の定款により定められる

率でございます。掛金・負担金率合計は、標準報酬の月額及び標準期末

手当等の額に対しまして、前年度据置きの１５パーミルでございます。

（２）の収支でございますが、収入は負担金、掛金を合計しまして５０

億５，２４８万４２６円となったものでございます。また支出は、連合

会へ払込金として収入額と同額を払い込んだものでございます｡ 

次に５の「経過的長期経理」でございます。こちらは旧職域年金相当
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部分の給付、既裁定の公務障害給付・遺族年金給付等に係る経理でござ

います。（１）の財源率は、地方公務員共済組合連合会の定款により定め

られる率でございます。負担金率は、標準報酬の月額及び標準期末手当

等の額に対しまして０．１８７パーミルで、前年度より０．０７６パー

ミル引き下げとなっております｡続きまして４ページをご覧ください｡②

の追加費用につきましては、標準報酬に対する率となっておりまして１．

８パーミルでございます。（２）の収支でございますが、収入は負担金で

５億５，１５３万４，３６８円となったものでございます。また、支出

は連合会へ払込金として収入額と同額を払い込んだものでございます。 

次に６の「経過的長期預託金管理経理」でございます。こちらは、連

合会から経過的長期給付組合積立金の一部の預託を受けまして、運用を

いたしたところでございます。（１）運用状況につきましては、平成２８

年度末では連合会預託金としまして、長期貸付金は貸付経理への貸付金

が１２９億６，２９７万６，７９３円となりました。また、その他資産

は主に預金、投資有価証券で、この投資有価証券はすべて縁故地方債で

すが、合計で９億３，６０７万６，５５９円となりまして、長期貸付金

とその他資産を合わせますと、１３８億９，９０５万３，３５２円を運

用いたしたところでございます。（２）の取引金融機関の信用リスクでご

ざいます。預託元の全国市町村職員共済組合連合会におきまして、構成

組合の取引金融機関の選定等に関する基準を設けておりまして、その中

で「取引先の金融機関の格付けについては、格付機関から取得している

長期格付けの過半数がＢＢＢ格又はＢＢＢ格に相当する格付け以上であ

ること」と定められております。これに基づきまして、経過的長期預託

金管理経理の当組合が取引をしております金融機関の信用リスクについ

て、平成２８年度末現在の確認を行ったものでございます。取引金融機

関は千葉銀行で、格付けは表に掲げてございます格付機関になりますが、

Ｒ＆ＩでＡＡマイナス、ムーディーズでＡ１、Ｓ＆ＰでシングルＡでご

ざいました。この格付け内容は昨年度末と同じで、すべて連合会の示す

格付けＢＢＢ格以上となっているものでございます。（３）の収支でござ

いますが、収入は運用によります利息及び配当金が３億４，４４４万４，

１１２円となったものでございます。支出は、同額を支払利息として連

合会に払い込んだものでございます。 

次に７の「業務経理」でございます。（１）の事務費はすべて組合員１

人当たりの年額でございます。①の短期・厚生年金保険及び経過的長期

給付分につきましては、アの事務費負担金は、構成団体にご負担してい

ただくものでございますが、組合員１人当たり短期分として５，７８４

円、長期分として４，６３２円の合計で１万４１６円を事務費としてご

負担していただいたところでございます。イの事務費は、組合員１人当

たりとしまして、短期部分の公的負担金５，７８４円、短期経理より繰

入は１，９３０円で、こちらは定款上で定められた額となります。次に

連合会交付金が４，４１７円、合計で１万２，１３１円を事務に要する

費用とさせていただいたところでございます。なお、平成２８年度にお

きましても、事業計画どおり短期経理からの繰入れは行いませんでした

ので、実際の事務費は１万２０１円となったものでございます。②の退

職等年金給付の事務費につきましては、組合員１人当たり５６５円で、
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平成２８年度から退職等年金給付の事務に要する費用として、全額連合

会交付金として交付されるものでございます。続きまして、５ページを

ご覧ください。（２）の収支でございますが、収入につきましては構成団

体からの負担金として５億６，４３０万２，４１２円、連合会からの交

付金が２億６，９３１万６，０６８円、短期経理より繰入れは、先ほど

申し上げましたように行いませんでしたので、以下合計をしまして８億

５，２７７万２，３２１円となったものでございます。支出につきまし

ては、職員給与が２億３，２５０万２，８５８円、連合会分担金が４，

０２７万２，６０９円、事務費負担金払込金が２億４，５２４万６，８

４２円、以下合計をしまして７億９，００３万８，２６４円となったも

のでございます。収支差し引きいたしますと６，２７３万４，０５７円

の当期利益金が生じましたので、（３）の剰余金をご覧ください。生じま

した利益金は、全額積立金に積み増しをいたしました結果、翌年度へ繰

り越します積立金は１３億２，５２９万３，２１５円となったものでご

ざいます。 

次に８の「保健経理」でございます。（１）の財源率につきましては、

①の掛金・負担金率合計は、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に

対しまして、前年度据置きの４．４パーミルでございます。②の特定健

康診査等に係る負担金は、組合員一人当たり２８８円をご負担いただい

たところでございます。（２）の収支でございますが、収入につきまして

は負担金が７億６，９１８万６，０６１円、掛金が７億５，３５１万１

７６円、以下合計をしまして１５億２，９６８万３，１０８円となった

ものでございます。支出につきましては、保健事業の中心となっており

ます厚生費が１０億３４万９，０３６円、下から４行目になりますが、

他経理へ繰入の計が２億１，６９６万９，０００円、以下合計をしまし

て１４億７２８万４，１１２円となったものでございます。なお、他経

理への繰入でございますが、保健経理第３の３，４００万円、宿泊経理

の１億８，２９４万６，２５０円につきましては、事業計画のとおり平

成２４年度に開催されました施設運営検討委員会からの答申に基づきま

して、繰入れを行ったものでございます。収支差し引きますと１億２，

２３９万８，９９６円の当期利益金が生じましたので、６ページ（３）

の剰余金をご覧ください。生じました利益金は、全額積立金に積み増し

をいたしました結果、翌年度へ繰り越す積立金は１７億３，８２７万１，

９７７円となったものでございます。 

次に９の「保健経理第２」でございます。こちらは「那須の森ヴィレ

ッジ」を運営する経理でございます。営業日数は、当初予算どおり平成

２８年４月１５日から１１月２４日までの間で、２１６日の営業をいた

したところでございます。宿泊人数は、前年度より１３５人減少の７，

５５２人、利用率にして６０．２８パーセントでございました。（２）の

収支状況でございますが、収入につきましては、施設収入８，１８６万

８，８１４円、以下合計をしまして１億６５６万５，６４０円となった

ものでございます。支出につきましては、上から３行目の委託費が６，

１４７万３，８８７円を中心にいたしまして、以下合計をしますと１億

４，５７２万２，５１５円となったものでございます。収支差し引きま

すと３，９１５万６，８７５円の当期損失金が生じましたので、（３）の
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剰余金をご覧ください。生じました損失金は、欠損金補てん積立金を取

り崩しして補てんをいたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん

積立金は４億９，４８０万４，０２７円となったものでございます。 

次に１０の保健経理第３でございます。こちらはオークラ千葉ホテル

１０階の温浴施設を運営する経理でございます。①の営業日数はオーク

ラ千葉ホテルの通年営業に併せまして、３６５日でございました。②の

温浴施設の利用状況は、組合員の方が１万１，０５２人、一般の方が１

万７，３４６人となりまして、合計では前年度より３，０４６人増加の

２万８，３９８人のご利用をいただいたところでございます。続きまし

て７ページをご覧ください。（２）の収支につきましては、収入は施設収

入８９３万７，７４６円、保健経理より繰入れが３，４００万円、以下

合計をいたしまして４，６９９万１，２５４円となったものでございま

す。支出では、委託費が７７７万６，０００円、以下合計をいたしまし

て４，００２万５，００７円となったものでございます。収支差し引き

ますと６９６万６，２４７円の当期利益金が生じましたので、（３）剰余

金をご覧ください。生じました利益金は、欠損金補てん積立金に全額積

み増しをいたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は３，

２９３万４，２０５円となったものでございます。 

次に１１の「宿泊経理」でございます。最初に（１）のオークラ千葉

ホテルでございますが、宿泊定員は８４室１３６人で、前年度と変更は

無いものでございます。営業日数は、通年営業の３６５日でございます。

利用状況につきましては、宿泊利用者が３万８，２９４人、利用率は７

７．１パーセントでございました。婚礼は１８５組で、ご利用者は１万

１，１３３人でございました。以下、会議、宴会、レストラン等のご利

用者を合計いたしますと、前年度より７，１０７人減少の２５万５，７

７７人のご利用をいただいたところでございます。②の収支でございま

すが、収入では施設収入１５億１，４２２万７，２０５円、以下合計を

しまして１８億３，３７０万３，４３１円となったものでございます。

支出では、４行目の委託費９億１，１７０万９，５６３円を中心として、

以下合計をしまして１９億２，８４０万７，３２４円となったものでご

ざいます。収支差し引きいたしますと９，４７０万３，８９３円の当期

損失金が生じましたので、８ページの③の剰余金をご覧ください。生じ

ました損失金は、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんをいたしまし

た結果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は２０億２，５３５万２，

５０２円となったものでございます。次に（２）の黒潮荘でございます。

営業日数は３５７日の営業をいたしたところでございます。利用状況に

つきましては、宿泊者数が１万６，９５０人、以下、宴会、会議を合計

しまして、前年度より１５人増加の１万７，５０３人のご利用をいただ

いたところでございます。また、宿泊利用率は５１．１パーセントでご

ざいました。②の収支につきましては、収入では、施設収入１億９，１

８１万３，５４８円、保健経理より繰入３，２５６万１，０００円、以

下合計をしまして２億４，１４３万４，２８３円となったものでござい

ます。支出では、４行目の委託費７，１９９万８，５７１円を中心とし

て、以下合計をいたしまして２億５，１５３万１，７５６円となったも

のでございます。収支差し引きしますと１，００９万７，４７３円の当
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期損失金が生じましたので、③の剰余金をご覧ください。生じました損

失金は欠損金補てん積立金を取り崩して補てんをいたしました結果、翌

年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は、８億３，５１９万４，３４０円

となったものでございます。次に１２の「貯金経理」でございます。支

払利率は、前年度と同率の２．１パーセントでございました。貯金者数

は、前年度より３５５人減少の４万４，３９８人となりまして、加入率

は７９．８パーセントでございました。また、貯金総額は、前年度より

約９５億円減少の３，１２５億７，２２６万９，０５７円となったもの

でございます。（２）の長期貸付金につきましては、剰余金の一部を物資

経理へ貸付を行っております。貸付利率は、貯金の支払利率と同率の２．

１パーセント、年度末の貸付残高は２２億３，８０７万円でございまし

た。続きまして、９ページをご覧ください。（３）の収支につきましては、

収入ではお預かりしました資金を有価証券等で安全有利に運用をいたし

ました結果、利息及び配当金が７６億２，７８６万８，５０９円、有価

証券売却益が１８億１，９７５万２，８００円となりまして、以下合計

をいたしまして９４億７，１６０万２，５７０円となったものでござい

ます。支出では、貯金の利息としてお支払しました、上から４行目の支

払利息６４億１，５６３万１，０７４円を中心としまして、以下合計を

いたしますと６４億９，１６７万７，４２１円となったものでございま

す。収支差し引きしますと２９億７，９９２万５，１４９円の当期利益

金が生じましたので、（４）の剰余金をご覧ください。まず、欠損金補て

ん積立金につきましては、法定額満額の１５６億２，８６１万３，４５

３円を積み立てまして、所要額を超える４億７，３４１万７，０７８円

を取り崩し、積立金に積み増しをしました。また、積立金につきまして

は、収支差引で生じました利益金２９億７，９９２万５，１４９円と先

ほどの欠損金補てん積立金からの積み増し額を合わせまして３４億５，

３３４万２，２２７円を積み増しした結果、翌年度に繰り越す積立金は

４０１億５，８２２万５，１３８円となったものでございます。また、

平均運用利回りは２．５８パーセントでございました。 

次に１３の「貸付経理」でございます。（１）の貸付の状況等につきま

しては、①の貸付条件は貸付の準則どおりでございます。②の新規貸付

件数は３４０件、年度末の貸付総件数は８，０４０件でございました。

③の新規の貸付金額でございますが、５億８，４３２万９，５３０円、

貸付金総額は年度末で１５４億５，６４６万２，５２２円となりまして、

前年度と比較して、約３４億円減少したものでございます。④の長期借

入金は、年度末で、経過的長期預託金管理経理から１２９億６，２９７

万６，７９３円を借りいれているものでございます。（２）の収支につき

ましては、収入では貸付金に対する組合員貸付金利息としまして４億３，

９２９万４，３６２円、以下合計をいたしまして４億４，３００万９，

８２９円となったものでございます。支出では、上から４行目の経過的

長期預託金管理経理からの借入金に対します支払利息３億４，４４２万

８，１４８円を中心にして、以下合計をいたしまして４億１，５８４万

１，２４１円となったものでございます。収支差し引きしますと２，７

１６万８，５８８円の当期利益金が生じましたので（３）の剰余金をご

覧ください。生じました利益金は、全額欠損金補てん積立金に積み増し
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をいたしました結果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は２５億９

５万２，５４１円となったものでございます。なお、この欠損金補てん

積立金の額は、貸付金総額の１６．１８パーセントにあたっております。 

次に１０ページをご覧ください。１４の「物資経理」でございます。

（１）の自動車物資等の割賦販売による売掛金は､平成２８年度末の残高

が２５億２，３８０万１，６４６円となりまして、前年度より約８，４

００万円減少しております。なお、平成２８年度の自動車の物資購入票

利用による販売台数は、３１７台でございます。こちらは前年度より３

５台減少となったものでございます。また（２）の長期借入金は、貯金

経理から２２億３，８０７万円を借り入れているものでございます。

（３）の収支につきましては、収入では商品売上６億１，２８１万８，

８９１円、商品販売益が６，２０９万３，３８１円、以下合計をいたし

まして、７億３，１４７万１，４９４円となったものでございます。支

出では、２行目の商品仕入が商品売上と同額の６億１，２８１万８，８

９１円、また、貯金経理への借入金に対する支払利息として４，９１９

万２７９円、以下合計をいたしまして７億３，２２７万２，８５４円と

なったものでございます。収支差し引きしますと８０万１，３６０円の

当期損失金が生じましたので、（４）の剰余金をご覧ください。生じまし

た損失金は、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんをいたしました結

果、翌年度へ繰り越す欠損金補てん積立金は１億９，１９４万６，１４

１円となったものでございます。なお､この欠損金補てん積立金の額は、

長期借入金の８．５７パーセントにあたるものでございます。 

次に１５の「財形経理」でございます。（１）貸付の状況等につきまし

ては、①の貸付条件は記載のとおりでございます。②の新規貸付は１件

で、年度末の貸付総件数は３件でございました。③の新規貸付金額は１，

０３０万円で、貸付金総額は年度末で２，１６３万６，２２３円となり

ました。④の長期借入金は、全国市町村職員共済組合連合会から２，１

６３万６，２２３円を借り入れているものでございます。（２）の収支に

つきましては、収入では貸付金に対する財形貸付金利息としまして１２

万５，０２３円、以下合計をいたしまして１３万５，２３３円となった

ものでございます。支出では、収入の財形貸付金利息と同額を、借入金

に対します支払利息として連合会へ払い込んだものでございます。なお、

収入及び支出におけるその他の１万２１０円につきましては、新規貸付

に係る保険料でございます。収支差し引きしますと０円となりましたの

で、（３）の剰余金をご覧ください。前年度から繰り越しした積立金の全

額を繰り越ししまして、翌年度へ繰り越す積立金は７，２０６円となっ

たものでございます。 

以上で、議案 第１号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

議  長  ただいま、議案第１号の説明がなされたところでございますが、質疑

をいただく前に、監査の結果について、監事より報告を求めます。 佐藤

学識経験監事。 

 

学識経験監事  はい。 
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議  長  はい、学識経験監事。 

 

学識経験監事  お手元にございます、別紙の監査報告書をご覧いただきたいと思いま

す。報告書を読み上げまして監査報告とさせていただきます。監査報告

書。１、監査年月日、平成２９年６月１２日。２、監査の対象期間、平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで。３、監査事項、組合

の業務及び財産の状況について。４、監査の結果の概況及び意見、組合

の業務は法令の定めるところにより適正に執行され、会計経理について

も正確に処理され、証拠書類についても良好に整理されていることが認

められた。なお、意見として施設運営全般における平日・閑散期集客対

策や宿泊経理における婚礼利用増への一層の努力を求める。また、財形

経理の貸付件数が総組合員数に比して著しく少ない状況にあり、本経理

のあり方につき、今後検討が求められていくものと思慮する。５、出納

職員に対して直接注意した事項、なし。６、その他必要な事項、なし。

地方公務員等共済組合法第１２条第３項及び千葉県市町村職員共済組合

定款第４６条の規定に基づき、監査した結果を同定款第４９条の規定に

より上記のとおり報告します。平成２９年６月１５日。監事、相川勝重。

監事、天野武彦。監事、佐藤晴邦。以上でございます。 

 

議  長  ありがとうございました。以上で、監査報告を終了し、これより質疑

をお受けしたいと存じます。議案に対する、質疑はございませんか。 

 

天野議員  はい。 

 

議  長  はい、天野議員。 

 

天野議員  千葉県市町村職員共済組合組合会会議規則第２５条の規定に基づき、

確認をしていきたいと思います。第５選挙区天野です。 

      短期経理、宿泊経理、貯金経理から１つずつ確認させていただきます。

まず短期経理６ページ、５、支出について。川上、予防対策を進めてい

る中で、療養の給付が対前年度比で他の支出科目と比べて突出して増加

しています。この点についてご教示願えればと思います。また、どの部

分が増加しているのかもご教示いただければ、確認したいと思います。

２、宿泊経理、２９ページ、４、施設の利用状況について。５部門中、

宿泊、宴会、婚礼、食堂部門が前年度減になる中で、会議部門のみが前

年度増を実現していますが、この成功要因についてご教示願えればと思

います。また、他部門、宴会、食堂など、会議に引き続いて利用できる

部門への波及方策も考えられているのであればお教え願えればと思いま

す。最後です。３、貯金経理、３３ページ、１、収入について。前年度

比約１０億円の減収となっておりますが、その原因についてお教え願え

ればと思います。また、今後もこの減収傾向が継続していくのか、否か。

また、この減収傾向に対する対応は可能なのかについても併せてお教え

いただければと思います。以上です。 
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保健課長  はい。 

 

議  長  はい、関課長。 

 

保健課長  はい。保健課長の関でございます。よろしくお願いいたします。 

私からは短期経理の療養の給付が増加しました原因について、お答え

をいたします。要因については２点あると考えます。１点目は平成２８

年度において、プラス０．４９パーセントの診療報酬改定があったこと。

２点目は平成２７年度に比べ、特に組合員本人に係る外来受診が増えた

ことであります。なお、医療費の総合的な分析を今後行いまして、医療

費の適正化への取組につなげていく所存でございます。以上でございま

す。 

 

施設管理課長  はい。 

 

議  長  はい、工藤課長。 

 

施設管理課長  はい。施設管理課長の工藤でございます。 

  私からは決算書２９ページのホテル、５部門ある中で会議部門のみが

前年度増を実現していること。また、その波及方策についてでございま

す。天野議員ご指摘のとおり、他部門が前年度減となっている中、会議

部門のみが、前年度決算数値比較で約２，１６０万円増、１１６パーセ

ントとなったものです。この要因といたしましては、公共を中心といた

しました各種協会関係の会議が多かったことが要因として挙げられます。

協会の新規取込みに成功したことや、協会の会議が例年より多く開催さ

れたこと、また、関東地区規模での大きな会議を取込むことができたも

のです。展示会につきましても新規案件を取込むことができたものでご

ざいます。各市町村構成団体単位での会議等も、例年以上に多くいただ

いたものでございます。ありがとうございます。他部門、宴会あるいは

レストラン部門等への波及方策につきましては、食事を手配されていな

い会議につきまして、レストランの優待券の配付や提案を行い、利用を

促進しているものでございます。なお、ホテル近隣の協会関係につきま

しては、常にレストラン情報等を配信いたしまして、会議等に関わらず、

宴会やレストラン等の利用をＰＲしているものでございまして、年に何

度も利用いただいているケースもあるものでございます。更に、お客様

との会議打ち合わせ時に懇親会や食事または弁当の提案を、必ず各セー

ルスマンに徹底しているものであり、会議のみならず、宴会、レストラ

ン部門にも波及するよう、今後も努めて参るものでございます。以上で

ございます。 

 

総務課長  はい。 

 

議  長  はい、伊藤課長。 

 

総務課長  私の方からは、貯金経理の前年度と比べての減収理由。それから減収
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傾向は今後続くのか否かというご質問について回答させていただきます。

収入の減につきましては、利息及び配当金、有価証券の売却益の減少に

よるところが大変大きくなっています。ご存知のとおり、日本銀行によ

るマイナス金利政策の影響によりまして、再投資した債券の利率が前年

度に比べて低下をしています。このことにより、利息及び配当金が減少

したものでございます。また、平成２７年度に比べまして、平成２８年

度に売却をしました債券が少なかったことにより、有価証券売却益が減

少いたしたものでございます。こういった要因により約１０億円の減収

となったものでございます。また、今後につきましては、現在保有して

いる高い利率の債券が段階的に償還をして参ります。再投資する際に金

利が上昇しない限り、今後も減収傾向が続くものと見込んでおります。

このような状況から、減収傾向を改善することは現時点では非常に厳し

いものと考えておりますが、債券につきましては満期保有するだけでは

なく、売却等を含めて運用を行い、減少幅をできるだけ緩やかにできる

よう努力してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

議  長  よろしいですか。 

 

天野議員  はい。 

 

議  長  他にございますか。 

 

須藤議員  はい。 

 

議  長  はい、須藤議員。 

 

須藤議員  はい、８番の市原市、須藤です。通告に基づきまして発言をいたしま 

す。 

貸し倒れ金の関係ですが、平成２７年度末で３億５，０００万円。事

務局の努力によりまして年々減少方向になっていることはわかりますが、

そうは言ってもまだ２億５，０００万円以上の貸し倒れ金があります。

１日も早く回収しなければならないと考えておりますが、今後の回収の

目処をお聞かせいただきたい。２つ目は２８年度の各経理の貸し倒れ金

の金額、件数、理由をお教え願いたい。宿泊経理の関係で、施設の滞在

未収金というものがオークラで１２０万円ほど、黒潮荘で１１万円ほど

ございますが、この中身が何なのかというものが３つ目。年金の過払い

について、昨年１１８件あるとお聞きいたしました。それの回収状況が

どのようになっているのか。併せて今年度の状況はどうなのか。最後に

決算書の４８ページに預かり金が３４０万円ほどありますが、この具体

的な中身が何なのか教えてください。以上です。 

 

福祉課長  はい、議長。 

 

議  長  はい、布施課長。 
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福祉課長  それでは、貸付経理の貸し倒れ金、いわゆる事故金額につきましてご

報告をさせていただきます。平成２８年度の決算書をご覧ください。１

０８ページです。中ほどに未収金明細表というものを掲載してございま

す。これが民間損害保険に移行前の、平成２３年度までの貸し倒れ金と

なっております。平成２８年度末の未収金につきましては、１３５件。

退職者他となっておりますので、退職者を１件と数えまして実際には１

３６件となります。１３６件で合計２億５，７４０万７，７８６円とな

っております。これに対しまして、平成２７年度末の未収金につきまし

ては、１８７件でございました。金額は３億５，５３９万１，１８６円

でございましたので、未収金の回収に努めました結果、件数で５２件、

金額で９，７９８万３，４００円減少したものでございます。平成２９

年度に入りましても、鋭意未収金の回収に努めております。こちらが現

状でございます。それでは、これからの回収状況についてでございます。

まず回収不能な債権。債務者の死亡や破産によりまして回収が困難な債

権につきましては、速やかに連合会へ債権を譲渡することで未収金の縮

減を図り、回収余地のある債権、死亡や破産等ではない債務返済不履行

者。例えば、貸付残のある資格喪失者の返済が滞っている場合などにつ

きましては、継続して督促通知を行ったり、電話連絡によりまして債務

者と直接協議を行って返済の協力を求めているものでございます。また、

返済の協力に応じない債務者につきましては、時効の中断を行うため、

法的手段といたしまして支払督促など、実効性のある債権回収にも努め

ているものでございます。平成２８年度の実績としましては２件、支払

督促を所管裁判所に対して行っております。２件とも訴訟になりました

が、裁判所の調停によりまして和解が１件、確定が１件となっておりま

す。また、平成２４年度から、当時ございました未収金１１億８，００

０万円強を５年間で半減させる目標を策定し取組んだ結果、平成２８年

度末では目標を上回る未収金の削減を図ることができておりますが、今

後取組むべき残りの１３６件につきましては、先ほど申し上げました複

雑な事案も多く含まれておりますので、今までのような未収金の縮減幅

は難しいと考えております。いずれにしましても、貸付を受ける全ての

組合員に対する公平性の観点からも未収金０を目指して取組んでまいる

ものでございます。 

  続きまして各経理の貸し倒れ金です。まず貸付経理につきましては、

平成２８年度、普通貸付で５件発生しております。合計の金額が４６４

万５，４７９円でございます。また住宅貸付で３件発生しておりまして、

合計金額が７１８万５，８４０円。以上合計いたしまして８件で総額１，

１８３万１，３１９円の貸付事故が発生しております。また、物資経理

におきましても同様に貸付事故が発生しておりまして、平成２８年度は

３件で３０３万６，９０３円の貸付事故が発生しております。その内容

ですが、内訳は貸付経理につきましては８件のうち５件が自己破産でご

ざいます。それから３件が民事再生でございました。また、物資経理の

３件のうち１件が自己破産。２件が民事再生となっております。以上で

ございます。 

 

施設管理課長  はい。 
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議  長  はい、工藤課長。 

 

施設管理課長  はい、施設に係る滞在未収の関係でございます。決算書の８７ページ。 

こちらがオークラ千葉ホテルの未収金明細表です。この３段目、１２８

万１８４０円。黒潮に係る部分につきましては同じく決算書９５ページ

の３段目の未収金明細表、１１万８６２円が滞在未収でございます。こ

の滞在未収につきましては、施設の締め、清算の時間、方法等が関連し

ております。オークラ千葉ホテルの滞在未収につきましては宿泊利用者

等でございまして、その多くが、一泊宿泊に限らず、３月３１日宿泊、

４月１日チェックアウトの利用者分となるものでございます。オークラ

千葉ホテルにおきましては入金の締め、清算は午前０時となっており、

以後は滞在未収として計上されるものでございます。また、宿泊を伴う

宴会等の利用者につきましても、同様に滞在未収として計上されるもの

でございます。また、黒潮荘につきましては宿泊利用者の未収金であり、

チェックインベースで清算しているため、３月３１日宿泊、４月１日チ

ェックアウトの利用者については滞在未収にならないものですが、今年

は少人数の団体が２組いらっしゃいまして、３月３１日から２泊された

ものでございまして、滞在未収として計上したものでございます。以上

でございます。 

 

年金課長  はい。 

 

議  長  はい、吉田課長。 

 

年金課長  はい、年金課長の吉田でございます。よろしくお願いいたします。 

  ただ今、須藤議員から頂戴いたしましたご質問ですが、まず年金の過

払い金についてでございます。昨年が１１８件でしたが、全体として回

収は順調に進んでいるものでございます。平成２８度末時点の過払い件

数は１１３件でございます。例えば過払いが１件発生し回収が済むと、

過払い件数が０件になるものですが、毎月大勢の方の年金請求を頂戴し、

新しく決定をしているものですので、また新たに併給調整等が発生しま

すので、件数が激減することはなかなか難しいかと考えます。発生した

場合については回収に努めているものでございます。 

また、２つ目として預かり金の内訳でございます。ご指摘をいただき

ました決算書４８ページに掲載がございますが、預かり金につきまして

は年金の過払い金を受給者の方から当組合へ直接振り込んでいただいて

返還をいただいているものとなります。併給調整が発生すると、場合に

よっては当組合の年金は停止する。相手方の年金はもらえるようになる

が、当組合の年金は全額停止してしまうということが発生してしまいま

すので、そういった方から返還いただく際には直接振り込みをしていた

だくことになりますので、月末までにご返金いただいた全額を翌月、連

合会へ払い込みをしているというものでございます。以上でございます。 

 

須藤議員  はい、ありがとうございました。 
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議  長  はい、他にございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  それでは、他にないようでございますので、以上で質疑を終結いたし

ます。 

これより採決をいたします。議案第１号「平成２８年度決算の認定に

ついて」、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  はい。ありがとうございました。挙手全員であります。よって、議案

第１号「平成２８年度決算の認定について」は、原案のとおり認定する

ことに、決しました。 

      次に議案第２号、専決処分（千葉県市町村職員共済組合運営規則の一

部変更）の承認を求めることについてを議題といたします。事務局から

説明を求めます。関保健課長。 

 

保健課長  はい。 

 

議  長  はい、課長。 

 

保健課長  それでは、議案第２号をご覧ください。専決処分（千葉県市町村職員

共済組合運営規則の一部変更）の承認を求めることについて上程をさせ

ていただきます。このことについて組合会を招集する暇がなく、臨時急

施を要するものと認め、地方公務員等共済組合法第１０条第２項の規定

により、平成２９年５月２２日に別紙の通り専決処分したので同条第３

項の規定により承認を求めるものでございます。 

      では、１ページの要綱書により変更内容をご説明させていただきます。 

第１、変更の目的でございます。平成２９年度から、正常分娩に係りま

す出産費等の直接支払制度の委託先が国民健康保険中央会から社会保険

診療報酬支払基金に変更されるとともに、地方公務員等共済組合法第６

３条第２項の規定に基づく出産費の支給調整について引き続き国保中央

会を通じて実施されることとなったことに伴い、所要の整備を図ること

を目的とするものでございます。第２、変更する事項でございます。１、

社会保険診療報酬支払基金に委託する事務に、正常分娩に係る出産費等

の直接支払制度に係る事務を加えるものでございます。第９条関係でご

ざいます。２、組合が国保中央会に委託する事務について、正常分娩に

係る出産費等の直接支払制度に係る事務を地方公務員等共済組合法第６

３条第２項の規定に基づく出産費の支給調整に改めるものでございます。

第９条の２関係でございます。第３、変更期日でございます。この変更

は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合運営規則

の規定は、平成２９年４月１日から適用するものでございます。以上で

ございます。 
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議  長  ただいま、議案第２号の説明がなされました。これより質疑をお受け

したいと存じます。議案に対する質疑はございませんか。 

 

天野議員  はい。 

 

議  長  はい、天野議員。 

 

天野議員  はい、第２５条の規定に基づき、議席番号６番、天野から質問させて 

いただきます。出産費等の直接支払制度の委託先が国民健康保険中央会

から社会保険診療報酬支払基金に変更されたのは、その目的、メリット

などはどのようなものなのかを把握されているのでしょうか。また、共

済組合員への影響等はあるのでしょうか。お教えいただければと思いま

す。 

 

保健課長  はい。 

 

議  長  はい、関課長。 

 

保健課長  はい、ただ今のご質問にお答えいたします。これまで帝王切開などの 

異常分娩に係るものが支払基金の業務とされ、正常分娩にかかりますも

のが国保連合会の業務とされておりましたが、保険医療機関や保険者の

事務が煩雑であったため、その改善を目的に関係法令等の改正が行われ

たものでございます。この改正によるメリットですが、正常分娩に係る

ものも支払基金の業務とされることにより保険医療機関や保険者の業務

の効率化が図られることになります。なお、この変更により共済組合員

への影響はございません。以上でございます。 

 

議  長  よろしいですか。 

 

天野議員  はい。 

 

議  長  他にございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  以上で質疑を終結いたします。これより採決をいたします。議案第２

号、専決処分（千葉県市町村職員共済組合運営規則の一部変更）の承認

を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  はい。ありがとうございました。挙手全員であります。よって、議案

第２号は、原案のとおり可決されました。 
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      以上、附議いたしました議案につきましては、慎重にご審議をいただ

きまして、可決をいただきました。厚く御礼を申し上げます。以上を持

ちまして、第１８５回組合会を閉会とさせていただきます。ご協力誠に

ありがとうございました。 

 

 

 

閉 会 （時刻１４時１６分） 

 
 

 

 

 

 

平成２９年６月２３日調製 
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